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第４期芽室町総合計画 
 
 

第７回町民検討委員会議事録 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            日 時  平成１９年１１月１９日（月）１９時 
 
            場 所  めむろーど２階セミナーホール 
 
 
 
 
 
 

芽室町総務部企画財政課企画財政グループ 
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■会議次第 

 

 １ 開  会 

 ２ 委員長挨拶 

 ３ 議題 

 （１）事務局説明 
   ①町民説明会の結果について 
   ②基本構想（原案）について 
   ③実施計画（原案）について 
（２）基本構想（案）及び実施計画（案）の取りまとめ 
（３）その他 
 ４ 町長挨拶 
 ５ 閉  会 
 
■出席委員 

（町民）  

堂畑忠雄、小山友子、鳥本勝信、熊谷良二、立川美穂、太田寛孝、武藤保宏、明瀬幸子、菊地幸子、佐藤正行、

片桐和江、家内裕典、西本富行、猪野毛勝啓、髙原健一、岡山美椰子、三好佳子、荘司和子、舟渡秀博、中村美

苗、久保一光、村瀬弘道、島影由里香 

（行政） 

岸本曻、児島徹夫、鈴木 昇、手島 旭、黒田豊、伊藤義孝、清水研一、後藤 雅、斎藤明彦、西科 純、小笠原 

力、佐野寿行、加藤光幸、江口美生男、清野公平、吉田正博、木村淳彦、安田敦史、松野幸夫、高橋一夫 

 

■欠席委員 

（町民） 

 太田光子、河合友子、田部ミサ江、赤澤 一、後藤裕子、上谷秀靖、青木昇 

 

■傍 聴 人  １人 

 
■町側出席者 
 町   長      宮西 義憲 
総務部長      岸本  曻 *検討委員 
（事務局） 
企画財政課長    手島  旭 *検討委員 
 企画財政課長補佐  松浦 智幸 
 企画財政ｸﾞﾙｰﾌﾟ主査 石田  哲 
 同      主任 小林 徳昭 
 同      主任 斉藤 冬樹 
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午後７時 開会 

１ 開  会   手島企画財政課長 

 

２ 会長挨拶 

 

３ 議  事 

（１）事務局説明 

 ・町民説明会の結果説明（資料１、資料１－２） 

 ・基本構想（原案）の説明 

 ・実施計画（原案）の説明 

 ・専門部会・説明会等を踏まえた修正箇所（資料２） 

 
（２）基本構想及び実施計画（案）のとりまとめ 

○家内副委員長 

・事務局からは、将来像については審議会で調整中という説明があったが、審議会でどのような意見があっ

て、どのような検討がなされたか、検討委員会の中でも説明すべきではないか。皆にどういう経過があるか

お知らせした方がよい。 

 

○企画財政課長 

・第２回の審議会において、将来像の当初案「みどりの中で協働でつくり活力と子育てのまち」について事

務局から審議会に提示し説明した。審議会の中では「子育て」のフレーズについて、子育て世代への支援と

いう限定的なイメージが強いといった意見や、高齢者への配慮があった方がよいという意見、このままでよ

いという意見が出された。その後、町民説明会でも同様の意見があり、第３回審議会において再度検討した

が、結論としては、本日この検討委員会の後に続けて審議会を開催し、決定することとしている。 

 

○家内委員 

・実施計画１２ページの公立病院の経営に関してだが、現在、公立病院に療養型病床がない。公立病院は療

養型をいつから放棄したのか。公立病院の総合的な医療体制の維持・発展に向けて黒字にするためか。慢

性期・急性期にも対応できるように、療養型をおくべきではないか。 

○病院事務部長 

・1.5次医療の提供は重要であり、そうした取組が充実するよう検討したい。 

 

○家内委員 

・そうした点をこの総合計画に記載するということでよいか。町長としての考えはどうか。 

 

○町長 

・慢性期・急性期への対応は必要であり、検討したい。 

 

 

第４期芽室町総合計画町民検討委員会 議事録 
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○佐藤委員 

・実施計画５３ページの消費者の安全確保について、「芽室町食品衛生協会と連携を～」とあるが、消費者

協会の立場から言えば、この部分に消費者協会も加えて頂くか、もしくは衛生協会等という表現にしてもら

えないか。 

 

○企画財政課長（事務局） 

・消費者協会が、食の安全について積極的に取り組まれていることは十分承知しており、消費者協会を含め

ることで検討したい。 

 

○堂畑委員長 

・そのほかなければ、その２点の修正と、将来像についてこの後開催する審議会で調整することを含め、町

民検討委員会として原案のとおりでよろしいか。（決定） 

 

（事務局） 

・今後、審議会から答申を頂き、町案をまとめる。答申を受けた段階で、修正した最終計画書を委員の皆様

に送付する。 

 

４ 町長挨拶 

 

５ 閉 会  

 

 

 


